
平成 1 7 年度科学研究 (奨励研究) 中間報告

大学にお ける学生 を含めた労働安全衛生体制 の調査研 究に つ い て

工 学部技術部 市川 貴之

1
, は じめ に

平成 1 6 年 4 月 1 日より
､
全 国立大学は独立行政法人 とな っ た｡ そ の 日 より ､ 労働安

全衛生法が全面的に適用 された の に伴 っ て ､ 労働安全衛生法にそ っ た 体制を作り つ つ あ

る の が全 国の 国立大学の 実情だ と思われ る ｡

① 労働安全衛生法は
､ 元 々 労働基準法か ら分離されて 出来たも の で ある の で ｢ 労働者｣

を対象と した 法律で ある ｡
こ の こ とか ら ､ 理 工系学部の ように教職員以外に多く の 学生

が危険な実験研究を行う所に そ の ま ま当て は める の は 学生 に対 して の 安全対策 を欠く

こ とになり問題 がある｡ 大学に お ける学生 に対 して の 衛生上 の 法的根拠 は昭和 3 0 年代

に主 に結核予防の ために制定され た ｢ 学校保健法｣ が唯
一

の も の で ある ｡
これ も条文 を

読ん でみ る と小中高の こ とだ けの ような構成に な っ て おり ､ 大学 の文字は
一

切出て こ な

い
｡ 大学にお い て ｢ 労働者｣ で な い 学生 をどの ように安全衛生体制に入れ る べ きか ､ 各

大学で の 取り組み を吟味 し検討 して みた い
｡

② 労働安全衛生 の 重要な業務と して衛生管理者の 巡視と作業環境測定 がある｡

独立行政法人化 した全 国の 国立大学の 労働安全衛生 に対する現在の 取り組み の 中で

技術職員が どの ような役割 を果た して い るか ( 又果た し つ つ ある の か) も調査 し
､ 有る

べ き 姿をも検討を した い ｡

具体的に は､ 独立行政法人化 した国立大学に対 して
､ 現在 の 労働安全衛生体制の 実態

に 関する ア ン ケ ー ト調査をお こ なう｡ 調査大学は
､ 有害な薬品 の使用や危険な実験 を行

う頻度が多 い い と思われる 医学部や 理 工系学部を含む 6 5 大学をは じめ 8 7 国立大学

す べ て に つ い てお こ な っ た ｡ ア ン ケ
ー トの 調査項目 の 中に は

､

一 般的な労働安全衛生体

制構築 の取 り組み と共 に
､
そ の 中で 学生 をどの ように位置づ けて い る の か

､ 或い は位置

づ けようと して いる の か の 質問を必ず入れ
､

又 ､ 比 較調査 をする関係で 私立大学に対 し

て も
､ 代表的な大学を抽出 して ほ ぼ同様な項 目に つ い て ア ン ケ

ー ト調査 をお こ な っ た ｡

さらに
､
それ ら の ア ン ケ ー ト調査の 結果を集約 しさ らに検討 をお こ な っ た上で

､
い く つ

か の 特徴的な国立大学と私 立大学に対 して 質問項目 を統
一

して 詳細な聞き取り調査 を

お こ なうこ とも予定 して い る ｡ 最後に
､

ア ン ケ
ー ト調査と聞き取り調査結果をまとめ て

検討を行 い
｡ 労働安全衛生法の 目的で ある ｢ 快適な職場環境 の形成を促進する｣ の み な

らず ｢ 快適な学園環境の 形成を促進する｣ に はどの ような考え方と体制が必要な の か を

提言と して まとめ ようと考えて い る ｡ 又 ､ 法律是正す べ き問題点があれ ばそ の 内容も提

言に加 えるも の とする｡ 以上
､

これ ら
一

連 の調査研究を通 じて
､ 大学にお ける真の 労働

安全衛生体制 の あり方の 構築を展望 した い
｡

2
,

全国の 大学に 対するア ン ケ
ー トの 実施

現在､
｢労働安全衛生法 - の 取り組み状況 に つ い て の｣ ア ン ケ ー トを行 っ て おり ､ 技術

-
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発 表会の時点で は､ 回答が返 っ てきた 段階で ある｡ 次の 段階で は ､
こ の ア ン ケ

ー

トの 回

答を分析 して ､ 必要な大学に対 して ､ さらに詳 し い 聞き取り調査 を行うこ と を計画 して

い る｡ 以下に
､

ア ン ケ
ー ト - の 回答内容を大ま かに まとめ て報告する こ と とする｡

8 7 国立大学に ア ン ケ ー ト用紙を発送 して
､ 回答が返 っ て き たの が 7 8 大学 (約 9

0 % ) で あ っ た ｡ こ の種 の ア ン ケ ー トす る の は初めて なの で
､

こ の 回収率が高い の か ど

うか は解らない が
､

ア ン ケ ー トを した 者か ら見れ ば
､

か なり高い 回収率で あ っ た と思 っ

て い る ｡

8 7 国立大学は
､
理工 系 ､ 文化系に か か わらず国立大学と名 の付くす べ て を対象に した ｡

私立大学は ､ ある程度以上 の 規模の 大学に 絞 っ たo 具体的には ､ 関東と関西それ と東海 ･

北陸の 代表的な理 工系学部を含む 2 2 大学を対象と した｡

国立大､ 私立大供に宛先は ､ 各大学とも労働安全衛生 - の 担当部署が不明な の で
､ す べ

て大学長と した ｡ 事実､ 返信されて きた ア ン ケ
ー

トは ､ 総務部人事課 で扱 っ て い る所や ､

総務部施設課で扱 っ て いる所 ､ ある い は健康診断な どは人 事課 で扱い
､ 作業環境測定等

は施設課で扱う等
一

様で は無い こ とも解 っ た ｡ とに かく人事院規則 か ら労働安全衛生法

- の 移行の 途中段階で ある こ とは
､ 各大学とも共通 なようで ある｡

こ の 研究は
､ 現時点で は進行途中な為､

大まか な報告 しか で きな い
､ 本報告で は

､ 特徴

的な部分に つ い て だ け述 べ る こ こ とす る ｡

3
,

ア ン ケ ー ト結果 の傾向

1
, 各国立大学にお い て の

､ 労働安全衛生法 - の 取り組み状況 は､ まだ試行錯誤 して い

る段階で あり ､ 取り組み途上中で ある こ とは各大学共通 して い る｡

2 , 健康診断 に つ い て の 取り組み は
､ 財政上 の 出費があ っ て も外注 したり して 取り組ん

で い るが
､ 作業環境測定に つ い て は

､
外注 したり

､
自前で 測定 したり

､
ある い は自前

で測定をする準備 したり各々 まちまちで あ っ た｡

3 , 意外 に思 っ た の は ､ 国 立大学が法人化す る前か ら
､

こ れ まで 労働安全衛生法が適用

され て きたはずの 私立大学が ､ あまり労働安全衛生法 - の 取り組み を して こ なか っ た

事で ある｡

4 , 国立大学､ 私立大学供に共通する点は ､ 労働安全衛生法の 遵守をすれ ば財政上 の負

担が増すとい うこ とで ある｡ たとえば､ 作業環境測定に つ い てみ て も ､ 同規模 の 大学

間にお い て
､ 測定作業場数に かなり の 差がある等､ 法律の 運用方法等を考えなお さな

けれ ばならな い問題等も あると思われ る｡

5 , 今回 の研究目的で特に重点に考えた の は
､

いわ ゆる労働安全衛生法で の ｢労働者｣

を狭く解釈 して
､
大学 の構成員の 多く を占め る学生 をその 法の 外 に置い て い るか否 か

とい う点で あ っ た｡
こ の 点に つ い て の ア ン ケ ー トで の 回答は ､ ほ ぼ法律通り の 大学が

多か っ たが運用 で 同様に扱 っ て い る大学もあ っ た｡

詳細に つ い て の報告は ､ 最終報告で 述 べ る こ こ と して ､ 次に ア ン ケ ー ト内容 を示す｡
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別 紙

) 大 学

労働安全衛生法 - の 取り組み状況に 関す るア ン ケ
ー

ト

以下の 質問に つ い て ､ 記入又 は該当する項目の 番号に○印を付けて 下さい
｡

1 . 貴学の 事業場数をお答えください ｡

( ) 事業場

2 . 労働安全衛生法に基づく委員会の 名称に つ い てお 答えく ださい
｡

1 安全衛生委員会

2 衛生委員会

3 そ の 他 ( ) 委員会

3 . 労働安全衛生法で は
､ 大学は業種 区分 にお い て安全管理者を置く必 要はありませ んが

､

法定外で安全管理者等 を置 い て い ますか ｡

1 置 い て い る 置 い て い る場合はそ の 名称 (

2 置 い て いない

3 検討 中

4 . 貴学で選任 した産業医の雇用形態 は 1 - 3 の どれに該当 しますか ｡ (複数回答可)

1 常勤の産業医と して の 有資格者 ( ) 名

2 非常勤の 産業医と して の有資格者 ( ) 名

3 そ の 他 ( ) ( ) 名

5 . 上 記 4
. で ｢ 1 ｣ を選 ばれた場合

､
当該産業医と して の職務に対 して

､ 何 らか の 報酬

も しく は手当等を支給 して いますか ｡

1 支給 して い る

2 支給 して い ない

3 検討 中

6 . 貴学全体で選任されて い る衛生管理者の 人数及び職種をお答えください
｡

人数 ( ) 名 内衛生 工学衛生管理者 ( ) 名

内訳 事務職員 ( ) 名
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技術職員

教育職員

そ の他 (

(

(

) (
､

) 名

) 名

) 名

7 . 衛生管理 者と して の職務に対 して
､ 何 らか の報酬もしくは手 当等を支給 して い ますか

｡

1 支給 して い る

2 支給 して い ない

3 検討中

8 . 作業環境測定を何らか の 形で行 っ て い ますか ｡

1 行 っ て い る

2 行 っ て い ない

3 検討 中

9 . 上記 8 . で ｢ 1 ｣ を選ばれた場合
､ 作業環境測定の対象となる単位作業場 ( 測定部屋)

の 数は い く つ ですか ｡

) 部屋

1 0 . 同じく上記 8 . で ｢ 1 ｣ を選ばれた場合､ 貴大学の 職員で作業環境測 定士 の 資格を

有す る人に実施させ て い ますか ｡

1 す べ て行 っ て い る

2
一

部行 っ て い る

3 行 っ て い ない

1 1
. 貴大学の職員で第二種作業環境測定士 及び第

一

種作業環境測定士 の 資格 を有する 人

(試験合格 して 登録予定者含む) は何人い ますか
､ 該当す る項目に○印 を付 け人数

を記入 下さい ｡

1 第二種作業環境測定士 ( 二種 の み)

第
一

種作業環境測定士

2 有機溶剤 (

3 特定化学物質 (

4 放射性物質 (

5 金属類 (

6 鉱物性粉じん (

) 名

) 名

) 名

) 名

) 名

) 名

1 2 . 上記 1 0 . で ｢ 1 ｣ ｢ 2 ｣ を選ばれた場合､ 当該作業環境測定士 と して の職務に対 し

-
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て
､ 何らか の 報酬も しく は手当等 を支給 して いますか ｡

1 支給 して い る

2 支給 して いない

3 検討中

1 3 . 同 じく上記 1 0 . で ｢ 1 ｣ ｢ 2 ｣ を選 ばれた場合､ 行 っ て い る作業環境測定の 種類に

つ い て ○印を付けて 下さい ｡

1 有機溶剤

2 特定化学物質

3 放射性物質

4 金属類

5 鉱物性粉じん

1 4 . 同 じく上記 1 0 . で ｢ 2 ｣ ｢ 3 ｣ を選ばれた場合､ 作業環境測定機 関に委託 した費用

は年 間いくらで し ょ うか ｡

1 3 , 0 0 0 万 円以上

2 1 , 0 0 0 万 円 - 3 , 0 0 0 万 円未満

3 5 0 0 万 円 - 1 , 0 0 0 万 円未満

4 1 0 0 万円 - 5 0 0 万 円未満

5 1 0 0 万円未満

1 5 . 有機溶剤の
一

部適用除外認定申請 (有規則第 3 条) に つ い てお 答えく ださい ｡

1 申請済

2 申請中

3 申請予定

4 申請 しない

1 6 . 上記 1 5 . で ｢ 1 ｣
- ｢ 3 ｣ を選ばれた場合､ 有機溶剤 の

一

部適用除外認定申請 を

行う (行 っ た) 部屋数は何部屋ですか ｡

1 5 0 0 部屋以上

2 1 0 0 部屋 - 5 0 0 部屋未満

3 5 0 部屋 - 1 0 0 部屋未満

4 2 5 部屋 - 5 0 部屋未満

5 2 5 部屋未満

6 な し

-
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1 7 . 付属病院を有す る大学にお ける健康診断 ( 定期健康診断 ､ 特定業務健康診断 ､ 特殊

健康診断) 実施状況に つ い てお 聞き します ｡

1 外注 して い る

2 自前で して い る

3 自前で して い るが外注を検討中

1 8 . 上記 1 7 . で ｢ 1 ｣ を選ばれた場合
､

健康診断に係 る年間予算は いく らですか
｡

1 5 0 0 0 万 円以上

2 1 0 0 0 万円 - 5 0 0 0 万 円未満

3 5 0 0 万 円 - 1 0 0 0 万円未満

4 1 0 0 万 円 - 5 0 0 万円未満

5 1 0 0 万 円未満

1 9 . 有機溶剤 ､ 特定化学物質､ 放射性物質を取り扱 っ て い る学生 ･ 院生 の健康診断は行

っ て い ますか
｡ 健康診断を行 っ て い る場合下記の 該当す るもの に○印を記入くださ

い
｡

1 有機溶剤

2 特定化学物質

3 放射性物質

2 0 . 貴学の 安全衛生規程等で職員 ( 労働者) 以外の 学生 ･ 院生等を ど の ように扱 っ て い

ますか ｡

1 安全衛生に つ い て は職員に準 じた取り扱い に して い る

2 規程上は外 して い るが安全衛生上 は準 じた扱い に して い る

3 規程上も運用上 も外 して い る

2 1 . 上記 2 0 . で ｢ 1 ｣ を選ん だ場合､
そ の規程名を下記にお 書きください o

( 差 し支えなければ､
ご恵与 い ただければ幸 い で す｡ )

以 上

以 上お 忙し い中 ご回答頂き ､ 誠に有り難うご ざいま した ｡
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